
平
成
十
一
年
文
部
省
令
第
三
十
三
号

地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
十
九
条
た
だ
し
書
の
規
定

に
基
づ
き
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
別
段
の
申
出
の
手
続
を
定
め
る
省
令

地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
七
号
）
附
則

第
五
十
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

附
則
第
五
十
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
別
段
の
申
出
の
手
続
を
定
め
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
七
号
）
附

則
第
五
十
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
別
段
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
地
方
公
共
団
体
は
、
申
出
に
係
る
文

化
財
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
文
化
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称
及
び
数
量

二
　
発
見
の
年
月
日
、
場
所
及
び
原
因

三
　
発
見
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

四
　
発
見
さ
れ
た
土
地
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

五
　
保
管
に
係
る
責
任
者
の
氏
名
及
び
役
職
名

六
　
保
管
さ
れ
て
い
る
施
設
の
名
称
、
所
在
地
及
び
保
管
の
方
法

七
　
別
段
の
申
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由

八
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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